
問 保健医療課　☎（４３）１６３９

※日程は変更することがあります。７月の当番医
おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
５月16日～６月15日届け出分

「すこやか」は、生まれたお子さまについて掲載依頼書を提出された場合に
掲載しています。掲載希望の場合は、企画振興課へご連絡ください。

■心配ごと相談（午後１時～３時30分）
問�権利擁護センターえたじま☎0823-27-8032
２日㈫� 能美保健センター
16日㈫� 江田島市民センター別館

■広島弁護士会の無料法律相談（午後１時～４時）
問�総務課☎0823-43-1111㈹
1１日㈭　沖美市民センター（14ページをご覧ください）

７月の相談

市税などの納期限￥ 口座振替日�７月31日㈬

　税などは、期限内に納めましょう。ゆめタウン江田島内の市民サービスセ
ンターでは、土曜日・日曜日・祝日でも納付できます。

固定資産税
（２期）

問�税務課
　　　　　���������☎0823-43-1636

国民健康保険税
（１期）

問�税務課
　　　　　���������☎0823-43-1636

後期高齢者医療保険料
（１期）

問�保健医療課
　　　　　���������☎0823-43-1639

介護保険料
（１期）

問�高齢介護課
　　　　　���������☎0823-43-1651

下水道受益者負担金
（１期）

問�下水道課
　　　　　���������☎0823-42-3911

保育料
（７月分）

問�子育て支援課
　　　　　���������☎0823-42-2852

住宅使用料
（７月分）

問�都市整備課
　　　　　���������☎0823-43-1647

男性 女性 計 世帯数
江田島 3,652 3,608 7,260 4,297
能　美 2,307 2,430 4,737 2,559
沖　美 1,449 1,379 2,828 1,716
大　柿 2,903 3,067 5,970 3,266
全　体
(前月比)

10,311
（△10）

10,484
（△32）

20,795
（△42）

11,838
（△36）

人口と世帯数（外国人市民を含む）
令和６年５月31日現在
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７日㈰ 川崎医院（能美町鹿川）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-45-2031

14日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-57-5678

15日
(月・祝)

芸南クリニック（大柿町柿浦）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-57-3705

21日㈰ 島の病院おおたに（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-45-0303

28日㈰
水口医院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時

☎0823-42-0018

「おくやみ」は、亡くなられた方を掲載しています。このコーナーへの
掲載を希望されない場合は、企画振興課へご連絡ください。

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
５月１日～31日届け出分

江田島町
石川　英美（中央・86歳）� 上田　英夫（中央・81歳）
宇根　勝美（小用・90歳）� 岸　千惠子（中央・99歳）
近藤ナツ子（小用・95歳）� 中村シオリ（宮ノ原・91歳）
平下シズノ（秋月・101歳）� 風呂本静子（中央・96歳）
前田八重子（宮ノ原・90歳）� 松岡千鶴枝（宮ノ原・77歳）
森田　文嘉（切串・88歳）
能美町
石田　節子（鹿川・92歳）� 小倉　和子（中町・64歳）
金葊　　薫（鹿川・85歳）� 木多スヅミ（鹿川・91歳）
瀨川　貞夫（中町・91歳）� 瀨野　久子（中町・90歳）
平岡　　昭（鹿川・92歳）� 松井　春輝（高田・75歳）
三木　高幸（中町・83歳）� 矢掛　妙子（鹿川・90歳）
吉岡　信子（鹿川・82歳）� 吉川　一則（鹿川・74歳）
沖美町
磯辺ミズヱ（高祖・94歳）� 岡田　秋夫（岡大王・87歳）
久保田數義（美能・82歳）� 杉山　守正（高祖・87歳）
大柿町
大本　笑子（柿浦・97歳）� 沖　　早苗（小古江・87歳）
島上　三枝（大君・57歳）� 白川あさ子（飛渡瀬・103歳）
瀬越美智子（柿浦・95歳）� 長迫ラクノ（飛渡瀬・103歳）
平原　榮子（大君・87歳）� 古田　正樹（飛渡瀬・88歳）

※�子どもの診療については、事前に電話でお問い合わせ
ください。症状により、呉医師会休日急患センターな
どを紹介する場合があります。

※�救急車を呼ぶか判断に迷ったら、☎局番なし#7119(救
急相談センター)へ

　�つながらない場合は☎082-246-2000へお問い合わせ
ください。(24時間　365日対応)

火災・救急・救助は１１９番

消防つうしん
●消防本部・消防署
☎0823-40-0119㈹
●能美出張所
☎0823-45-4739

火災などのお問い合わせは☎0823-42-3119へ

令和６年５月１日～31日
火災・救急件数
火　災 ２件(９件)
救　急 122件(696件)

年金年金
だよりだより問 市民生活課 ☎（４３）１６３４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

未納を防ぐために
～国民年金保険料の免除制度について

※（　）内は令和６年１月から
の累計

　７月になり本格的な夏の暑さがやってくるこの季節は、
熱中症による救急搬送が多くなります。
　令和５年における江田島市の熱中症による救急搬送件
数は48件で、そのうち高齢者（65歳以上）の搬送は37
件でした。高齢者は体内の水分が不足しがちで、暑さに
対する体の調整機能や感覚機能も低下していて、特に注
意が必要です。
　熱中症は室内にいても発生します。室内にいるから大
丈夫だと思わず、適切にエアコンや扇風機を使い、喉が
渇く前に、水分補給するなど熱中症の予防をしましょう。
　また、特に暑くなると予測される日は環境省と気象庁
が「熱中症警戒アラート」を発表します。さらに、令和
６年４月からは熱中症警戒アラートより上位の「熱中症
特別警戒アラート」も発表されることとなりました。熱
中症（特別）警戒アラートが発表されたときは、いつも
以上に熱中症に気を付けるようにしましょう。

熱中症を防ぎましょう
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